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船舶事故調査報告書 

 

令和５年６月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１２月２０日 ０７時２０分ごろ 

発生場所 長崎県松
まつ

浦
うら

市初
はつ

埼北西方沖 

初埼灯台から真方位３２８°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２５.０′ 東経１２９°４７.７′） 

事故の概要  漁船福
ふく

生
せい

丸は、東進中、また、ミニボート（船名なし）は、船首を

西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

 福生丸は、左舷船首部船底付近の外板に擦過傷を生じ、また、ミニ

ボート（船名なし）は、左舷船首部から左舷船尾部にかけての外板に

亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年１２月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 福生丸、６.４トン 

ＮＳ２－１０２４０（漁船登録番号）、長崎県漁業協同組合連

合会 

   １１.９８ｍ（Lr）×３.１１ｍ×１.０２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３０２.００kＷ、昭和６１年５月３１日 

   第２９２－２７４７４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ ミニボート （船名なし）、総トン数なし 

なし、個人所有 

約２.２０ｍ×約１.１０ｍ×約０.４５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、１.４７kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５６年７月２３日 

    免許証交付日 令和元年５月２７日 

           （令和６年１２月８日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ ４３歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部船底付近の外板に擦過傷 
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Ｂ 左舷船首部から左舷船尾部にかけての外板に亀裂及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ高潮時 

日出時刻：０７時２０分ごろ 

常用薄明開始時刻：０６時５２分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか甲板員２人が乗り組み、船びき網漁の目的で、

令和４年１２月２０日０６時４０分ごろ航海灯を点灯して松浦市鍋
なべ

串
ぐし

漁港を出航し、初埼南方沖の漁場で魚群探索を行ったが、魚群を発見

できず、初埼東方沖の漁場に向けて発進した。 

 船長Ａは、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて手動操舵で操船に当

たり、初埼沖で右転して東進するつもりで、初埼西方沖に向けて約 

１６ノットの対地速力で北進した。 

 Ａ船の甲板員は、１人が操舵室左舷側に置かれた物入れの上に腰を

掛けて携帯電話の操作を行い、また、別の１人が操舵室後方の後部甲

板の段差部分に腰を掛けて漁具の整備作業を行っていた。 

（写真１、図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ａは、０７時１４分ごろ左舷船首方に他船（以下「Ｃ船」とい

う。）の白灯２個を認め、上下に並んだ同灯火の様子からＣ船がＡ船

と同じく北進していると判断し、Ｃ船の動静を目視で確認していたと

ころ、Ｃ船が初埼に向けて航行していること、及びＣ船との距離が狭

まってきていることが分かった。 

 船長Ａは、引き続きＣ船の動静を目視で確認していたところ、右舷

船首方の初埼北西方沖にＣ船の船体を認めるようになり、その後右転

することとし、Ｃ船を見ながら、Ｃ船と初埼との間の海域（以下「本

件海域」という。）に向けて右舵を取って東進し、Ｃ船を左舷方に見

て通過した。 

 後部甲板にいたＡ船の甲板員は、０７時２０分ごろ船体に何かが当

たったような音を聞き、ふと船尾方の海上を見たところ、Ｂ船及びＢ

写真１ Ａ船            図１ Ａ船乗組員の乗船位置 

甲板員 

船長Ａ 

操舵室 
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船の近くに落水者を認めてＡ船がＢ船に衝突したと考え、衝突に気付

かずに操船を続けていた船長Ａにその旨を報告した。 

 船長Ａは、甲板員からの報告を受け、開放していた操舵室後面の出

入口から船尾方を見てＢ船を認めたので、ＵターンしてＢ船のもとに

戻り、Ａ船をＢ船に接舷させた。 

 Ａ船の甲板員２人は、海に飛び込んでＢ船の船首部に掴
つか

まっていた

操縦者Ｂを、Ａ船に引き上げようとしたが、Ａ船は船縁が高く、引き

上げることができなかったので、Ｂ船に引き上げて救助した。 

 Ａ船は、船長Ａが操縦者Ｂにけが
．．

がないことを確認して海上保安庁

に本事故の発生を通報後、Ｂ船を横抱きにして本事故発生場所付近で

しばらく待機し、来援した巡視艇にＢ船が揚収されてから、鍋串漁港

に向かった。 

 Ｂ船は、救命胴衣を着用した操縦者Ｂが１人で乗船し、釣りの目的

で、０７時０５分ごろ初埼付近の砂浜から出航し、初埼西方沖に到着

後、０７時１０分ごろ、船首を西方に向けた状態で船外機を停止し、

漂泊して釣りを開始した。 

 操縦者Ｂは、南風によりＢ船が北方に流される中、頭部に装着した

ヘッドライトを点灯して船体中央部に置いた椅子に腰を掛け、左舷方

を向いて目視で周囲の見張りを行いながら釣りを行っていたところ、

右舷船首方に初埼に向けて南東進してくるＣ船を認めた。 

（写真２、図２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦者Ｂは、Ｂ船の存在を知らせようと、ヘッドライトをＣ船に向

けて様子を見ていたところ、Ｃ船が、減速後、Ｂ船の北西側の海域で

漂泊し、Ｃ船の乗船者が釣りを開始するのを認めたので、左舷方を向

いて釣りを再開した。 

操縦者Ｂは、続いて０７時１８分ごろ初埼西方沖に向けて北進して

くるＡ船を認め、Ａ船の針路がＣ船の西側に向く状況であったが、Ａ

船が初埼に沿って右転し、その際、針路を本件海域に向ける可能性も

あると考え、ヘッドライトをＡ船に向けながら釣りを続けた。 

 操縦者Ｂは、Ａ船の操船者がＢ船に気付き、Ａ船が本件海域に向け

写真２ Ｂ船              図２ 操縦者Ｂの乗船位置 

船外機 

船首側 

船首側 

船外機 

操縦者Ｂ 
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て右転することはないと思っていたところ、両船の距離が約２００～

３００ｍとなったとき、Ａ船が本件海域に向けて右転してＢ船に向首

するようになったので、立ち上がって手を大きく振ったが、Ａ船が減

速することなくＢ船に向かって航行してくるのを認めた。 

操縦者Ｂは、Ｂ船を移動させようと考えたが、船外機は、出航後、

短距離の移動に使用したのみで、冷えていてすぐに始動できない可能

性が高く、船上で船外機の始動を試みる間に両船が衝突した場合、命

にかかわると判断し、Ｂ船の移動を諦めた。 

操縦者Ｂは、Ａ船の動きを最後まで見て海に飛び込むこととし、Ｂ

船の左舷船首部とＡ船の左舷船首部とが衝突する直前、右舷方の海に

飛び込んだ。 

 操縦者Ｂは、ＵターンしてきたＡ船の甲板員２人にＢ船に引き上げ

られ、船長Ａに海上保安庁に通報するよう求め、巡視艇の来援後、Ａ

船に乗船して鍋串漁港に向かった。 

 Ｂ船は、巡視艇に揚収された後、伊
い

万
ま

里
り

港の岸壁に運ばれた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、初埼周辺では年間を通してミニボートや小型船舶が漂泊

して釣りを行っていることを知っており、ふだんは初埼周辺ではミニ

ボート等の存在に注意を払って航行していた。 

船長Ａは、初埼西方沖に向けて北進中、Ｃ船が初埼に向けて航行

し、Ｃ船との距離が狭まる状況であることが分かり、その後はＣ船の

動静が気になり、Ｃ船に意識を向けた状態となっていたので、操縦者

Ｂのヘッドライトに気付かず、また、右転時に転舵する方向や右転後

に前路の確認をせず、Ｂ船に気付かなかったと本事後に思った。 

操縦者Ｂは、Ｂ船に乗船して初埼周辺で釣りを行った経験が約１０

回あり、初埼周辺で釣りを行う際は、毎回、日出時刻ごろ周囲が明る

くなってから出航し、また、出航後しばらくはヘッドライトを点灯し

ていた。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 操縦者Ｂが使用していたヘッドライト 

 

操縦者Ｂは、初埼周辺は漁船や遊漁船がよく航行する海域であると

の認識を持っており、また、ミニボートであるＢ船は他船の引き波の

影響を受けやすいので、初埼周辺で釣りを行う際は、周囲の他船に注
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意を払っており、Ｂ船に向かって航行してくる他船にヘッドライトを

向けたり、他船の引き波を受けて船体が大きく揺れそうな場合はＢ船

を移動させたりしていた。 

Ｂ船は、航海灯の装備はなく、本事故当時、先端部に黄色の旗を取

り付けた釣り竿
さお

を船尾部に立てていた。また、Ｂ船の船外機は、ス 

ターターロープを引いて始動するようになっていた。 

操縦者Ｂは、有効な音響による信号（以下単に「音響信号」とい

う。）を行う手段としてＢ船に笛を備えており、本事故当時、Ａ船に

向かって手を振った後、笛を吹鳴しようと考えたが、Ａ船は速い速力

で航行しており、主機の運転音や船体が波を切る音で笛の音はＡ船の

操船者には聞こえないと思い、笛を吹鳴しなかった。 

海上保安庁のウォーターセーフティガイド＊1には、ミニボートの航

行時の注意事項として次の記載がある。 

ミニボートは、夜間（日没から日出までの間）に航行する場合、

白色の全周灯一個を点灯するように「海上衝突予防法」で定められ

ています。しかし、夜間は他船から見えづらいほか、目線の低いミ

ニボートからも周囲の状況を確認しづらいために衝突の危険性の高

まることや、自船の位置が分からなくなって戻れなくなることがあ

るので、夜間は航行しないようにしましょう。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

(1) 事故発生に関する分析 

Ａ船は、初埼北西方沖において、初埼東方沖の漁場に向けて航

行中、船長Ａが、北方のＣ船に意識を向けた状態で、本件海域に

向けて右転し、東進を続けたことから、本件海域で漂泊していた

Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、ふだんは初埼周辺ではミニボート等の存在に注意を

払って航行していたが、本事故当時、右転を予定していた初埼沖

に向けて北進していた際、Ｃ船が初埼に向けて航行し、Ｃ船との

距離が狭まる状況であることが分かったことから、その後はＣ船

の動静が気になり、Ｃ船に意識を向けた状態で航行を続けていた

ものと考えられる。 

船長Ａは、Ｃ船に意識を向けた状態で航行を続けていたことか

ら、操縦者Ｂのヘッドライトに気付かず、また、右転時に転舵す

る方向の確認や右転後に前路の確認を行っていなかったものと考

えられる。 

                             
*1 海上保安庁のウォーターセーフティガイド https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/index.html 
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Ｂ船は、初埼北西方沖において、本件海域で船首を西方に向け

て漂泊中、操縦者Ｂが、初埼西方沖に向けて北進するＡ船を認め

た際、Ａ船が本件海域に向けて右転することはないと思い、船外

機を停止した状態で漂泊を続けたことから、Ａ船が本件海域に向

けて右転後、Ｂ船を移動させることができず、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

操縦者Ｂは、初埼西方沖に向けて北進するＡ船を認めた際、Ａ

船が本件海域に向けて右転する可能性があると考えたものの、 

ヘッドライトをＡ船に向けていたことから、Ａ船の操船者がＢ船

に気付き、Ａ船が本件海域に向けて右転することはないと思って

いたものと考えられる。 

操縦者Ｂは、Ａ船が右転してＢ船に向かって航行を開始した

後、Ｂ船を移動させようと考えたが、船外機は、出航後、短距離

の移動に使用したのみで、冷えていてすぐに始動できない可能性

が高いと判断したことから、Ｂ船の移動を諦めたものと考えられ

る。 

(2) その他安全に関する分析 

操縦者Ｂは、Ｂ船に航海灯を備えておらず、本事故当時、周囲

が明るくなっていたものの、日出時刻前に、Ｂ船で出航し、釣り

を行っていたものと考えられる。 

操縦者Ｂは、音響信号を行う手段としてＢ船に笛を備えていた

が、本事故当時、Ａ船は、速い速力で航行しており、主機の運転

音や船体が波を切る音で笛の音はＡ船の操船者には聞こえないと

思ったことから、笛を吹鳴しなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、日出時刻ごろ、初埼北西方沖において、Ａ船が航行中、

Ｂ船が本件海域で船首を西方に向けて漂泊中、船長Ａが、北方のＣ船

に意識を向けた状態で、本件海域に向けて右転し、東進を続け、ま

た、船長Ｂが、Ａ船が本件海域に向けて右転することはないと思い、

船外機を停止した状態で漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、特定の船舶のみに意識を向けず、転舵する方向

や前路など全周にわたって常時適切な見張りを行うこと。 

・ミニボートの操縦者は、船外機を停止して漂泊中、地形や周囲の

他船の存在により、航行中の他船が漂泊海域に向けて転舵する可

能性があると考えられる場合、船外機を始動しておき、他船が転

舵して自船に向首した際、すぐに船体を移動させることができる

ようにしておくこと。 

・ミニボートの操縦者は、ミニボートに航海灯の装備がない場合、
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夜間（日没後～日出前）航行を行わないこと。なお、ミニボート

は、他船から見えづらいこと等を踏まえ、夜間航行を行わないこ

とが望ましい。 

・ミニボートの操縦者は、携帯式の簡易エアホーン等の大きな音が

出せる音響信号器具を備えておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（令和４年12月20日 

  07時20分ごろ発生） 

初埼東方沖の漁場 

初埼及び初埼灯台 

★ 

0 1,000m 

鍋串漁港 

Ｂ船(漂泊中) 

Ａ船 

Ｃ船 
(事故発生時は B 船の 

 北西側で漂泊中) 

松浦市 
福島 

佐賀県 

長崎県 

松浦市 
福島 

伊万里港 


